
議
事
日
程
第
六
号

令
和
七
年
十
月
十
四
日
（
火
曜
日
）

午
前
十
一
時
三
十
分
開
議

第

一
、
知
事
の
説
明

第

二
、
決
算
特
別
委
員
会
設
置
の
件

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

日
程
第
一
か
ら
日
程
第
二
ま
で
議
事
日
程
に
同
じ

追

加
、
決
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件

午
前
十
一
時
三
十
分
開
議

本
日
の
出
席
議
員

四
十
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

福

田

博

之

三

番

山

形

健

二

四

番

川

邉

隼
之
介

五

番

高

橋

健

六

番

武

内

伸

文

七

番

小
棚
木

政

之

八

番

髙

橋

豪

九

番

瓜

生

望

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

櫻

田

憂

子

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

島

田

薫

十

五

番

宇
佐
見

康

人

十

六

番

住

谷

達

十

七

番

児

玉

政

明

十

八

番

小

山

緑

郎

十

九

番

小

野

一

彦

二

十

番

加

藤

麻

里

二
十
一
番

薄

井

司

二
十
二
番

三

浦

茂

人

二
十
三
番

鈴

木

真

実

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

佐

藤

信

喜

二
十
七
番

今

川

雄

策

二
十
八
番

髙

橋

武

浩

二
十
九
番

小

原

正

晃

三

十

番

渡

部

英

治

三
十
一
番

北

林

丈

正

三
十
二
番

竹

下

博

英

三
十
三
番

原

幸

子

三
十
四
番

工

藤

嘉

範

三
十
六
番

石

田

寛

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

本
日
の
欠
席
議
員

一

名

三
十
五
番

加

藤

鉱

一

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

鈴

木

健

太

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

谷

剛

史

総

務

部

長

伊

藤

政

仁

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

萩

原

尚

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

笠

井

潤

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

橋

本

秀

樹

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

岡

部

研

一

健

康

福

祉

部

長

石

井

正

人

生

活

環

境

部

長

信

田

真

弓

農

林

水

産

部

長

藤

村

幸
司
朗

産

業

労

働

部

長

佐

藤

功

一



建

設

部

長

小

野

潔

会
計
管
理
者
（
兼
）

小

熊

新

也

出

納

局

長

財

政

課

長

樋

口

和

彦

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

小

林

稔

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
十
月
十
四
日
、
知
事
か
ら
次
の
議
案
等
が
提
出
さ
れ
た
。

認
定
第

三
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

(1)

報
告
第

九
四
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
の
継
続
費
の
精
算
報
告

(2)

報
告
第

九
五
号

令
和
六
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金

(3)

不
足
比
率
の
報
告

報
告
第

九
六
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

(4)

報
告
第

九
七
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

(5)

報
告
第

九
八
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

(6)

報
告
第

九
九
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

(7)

報
告
第
一
〇
〇
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

(8)
一
、
十
月
八
日
、
監
査
委
員
か
ら
、
監
査
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
同
日
、
各
議

員
に
配
付
し
た
。

一
、
十
月
八
日
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
地
方
公
務
員
法
第
八
条
、
第
十

四
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
報
告
及
び
給

与
の
改
定
に
つ
い
て
勧
告
が
あ
り
、
同
日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

監
査
報
告
書

登
載
省
略

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

日
程
第
一
、
知
事
の
説
明
を
行
い
ま
す
。
知
事
の
発
言

を
許
し
ま
す
。

【
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）
登
壇
】

●
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
び
提
案
い
た
し
ま
し
た
議
案
の
説
明
に
先
立
ち
、
諸
般
の
報
告
を
申
し
上

げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
国
政
を
巡
る
情
勢
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

石
破
総
理
の
退
陣
表
明
に
伴
い
、
今
月
四
日
に
実
施
さ
れ
た
自
民
党
総
裁
選
挙
に

お
い
て
、
前
経
済
安
全
保
障
担
当
大
臣
の
高
市
早
苗
氏
が
総
裁
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

衆
参
両
院
に
お
い
て
、
自
民
党
の
議
席
数
が
過
半
数
を
割
り
込
む
中
、
国
政
の
方

向
性
は
、
今
後
召
集
さ
れ
る
臨
時
国
会
で
の
首
班
指
名
後
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

県
と
し
ま
し
て
は
、
物
価
高
を
は
じ
め
と
す
る
現
下
の
重
要
課
題
へ
の
対
応
が
停

滞
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
政
党
間
の
連
携
強
化
に
よ
る
国
政
運
営
の
安
定
化
を
求

め
る
と
と
も
に
、
次
期
政
権
が
、
東
京
一
極
集
中
の
是
正
や
地
方
税
財
源
の
充
実
な

ど
、
道
半
ば
に
あ
る
地
方
創
生
の
実
現
に
向
け
た
実
効
性
の
あ
る
政
策
を
強
力
に
推

進
す
る
よ
う
、
様
々
な
機
会
を
捉
え
、
積
極
的
に
提
言
し
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
防
止
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
の
秋
は
、
ク
マ
の
餌
と
な
る
ブ
ナ
の
実
の
大
凶
作
が
予
測
さ
れ
て
お
り
、
先

月
下
旬
以
降
、
集
落
や
市
街
地
で
の
人
身
被
害
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
出
没
警
報
」
の
発
令
期
間
を
来
月
末
ま
で
延
長
し
、
被
害
防
止
に

向
け
た
対
策
を
心
が
け
る
よ
う
県
民
へ
の
呼
び
か
け
を
広
く
行
っ
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
農
作
業
や
散
歩
な
ど
、
日
常
生
活
の
中
で
の
被
害
の
発
生
が
相
次
い
で
い



る
こ
と
か
ら
、
県
で
は
、
緩
衝
帯
の
整
備
や
放
任
果
樹
の
伐
採
な
ど
、
ク
マ
の
出
没

を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
に
加
え
、
市
町
村
や
猟
友
会
、
警
察
等
と
連
携
し
、
出
没

地
域
へ
の
警
戒
パ
ト
ロ
ー
ル
や
、
箱
わ
な
に
よ
る
有
害
捕
獲
を
行
う
な
ど
、
人
身
被

害
の
未
然
防
止
に
最
大
限
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
も
、
管
理
捕
獲
の
強
化
に
向
け
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
設
定
や
、
狩
猟
者
の
育

成
・
確
保
な
ど
、
総
合
的
な
被
害
防
止
対
策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
が
、
県
民
の
皆

様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
家
屋
や
農
地
、
通
学
路
の
周
辺
な
ど
、
身
近
な
エ
リ
ア
の

や
ぶ
の
刈
り
払
い
等
を
行
う
と
と
も
に
、
人
の
生
活
圏
で
あ
っ
て
も
、
鈴
や
ラ
ジ
オ

な
ど
で
音
を
出
し
、
人
の
存
在
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
な
ど
、
基
本
的
な
ク
マ
対
策

を
徹
底
す
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
「
秋
田
県
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

今
月
一
日
、
里
親
家
庭
に
対
す
る
包
括
的
支
援
の
拠
点
と
な
る
「
秋
田
県
里
親
支

援
セ
ン
タ
ー
Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｙ
」
を
秋
田
市
に
開
設
い
た
し
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
里
親
制
度
の
普
及
啓
発
や
里
親
希
望
者
の
開
拓
、
児
童
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
の
ほ
か
、
新
た
な
取
組
と
し
て
、
委
託
児
童
の
自
立
支
援
等
を
行
う
こ

と
と
し
て
お
り
、
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
と
、
一
貫
し
た
サ
ポ
ー
ト
に
努
め
な
が

ら
、
里
親
委
託
を
一
層
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
本
県
へ
の
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
移
転
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

先
般
、
国
内
最
高
峰
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
Ｓ
Ｖ
リ
ー
グ
に
所
属
す
る
女
子
チ
ー
ム

「
ア
ラ
ン
マ
ー
レ
山
形
」
が
、
来
シ
ー
ズ
ン
か
ら
、
活
動
拠
点
を
秋
田
市
及
び
潟
上

市
に
移
転
す
る
と
と
も
に
、
令
和
十
二
年
秋
に
は
、
現
在
整
備
を
進
め
て
い
る
新
県

立
体
育
館
を
ホ
ー
ム
ア
リ
ー
ナ
と
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
移
転
に
よ
り
、
交
流
人
口
の
拡
大
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
や
、

ジ
ュ
ニ
ア
層
の
育
成
等
を
通
じ
た
本
県
の
競
技
力
の
向
上
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
県
と
し
ま
し
て
は
、
同
チ
ー
ム
を
含
む
県
内
の
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー

ム
と
の
連
携
を
一
層
深
め
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
新
県
立
体
育
館
を
核
と
し

た
賑
わ
い
の
創
出
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
来
年
夏
に
本
県
で
開
催
さ
れ
る
「
第
五
十
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭

（
あ
き
た
総
文
二
〇
二
六
）
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
八
月
か
ら
来
年
二
月
に
か
け
て
、
本
大
会
を
想
定
し
た
全
二
十
二
部
門
の
プ

レ
大
会
を
順
次
開
催
し
て
お
り
、
今
月
十
一
日
に
秋
田
市
で
開
催
し
た
総
合
開
会
式

と
パ
レ
ー
ド
で
は
、
県
内
高
校
生
に
よ
る
意
欲
的
な
発
表
や
展
示
が
行
わ
れ
る
な
ど
、

大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
も
、
プ
レ
大
会
の
円
滑
な
運
営
に
努
め
な
が
ら
、
本
大
会
の
成
功
に
向
け
て
、

準
備
体
制
の
強
化
と
更
な
る
機
運
の
醸
成
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
認
定
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
令
和
六
年
度
秋
田
県
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

一
般
会
計
歳
入
総
額
は
六
千
四
百
八
十
七
億
八
千
五
百
七
十
一
万
円
、
歳
出
総
額

は
六
千
三
百
二
十
八
億
一
千
百
五
十
四
万
円
と
な
り
、
事
業
繰
越
財
源
を
差
し
引
い

た
実
質
収
支
は
、
九
十
九
億
五
千
五
百
六
十
六
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
度
は
、
「
新
秋
田
元
気
創
造
プ
ラ
ン
」
の
三
年
目
と
し
て
、
人
口
減
少

の
抑
制
に
向
け
た
「
未
来
の
秋
田
を
支
え
る
人
へ
の
投
資
」
や
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

「
気
候
変
動
等
に
対
応
し
た
防
災
力
の
強
化
」
に
加
え
、
「
賃
金
水
準
の
向
上
」
、

「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
へ
の
挑
戦
」
、
「
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
」
の
三
つ
の
選

択
・
集
中
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
中
心
に
、
各
般
の
施
策
の
着
実
な
推
進
に
努
め
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
未
来
の
秋
田
を
支
え
る
人
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
県
内
企
業
と
連

携
し
た
奨
学
金
返
還
助
成
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
大
卒
者
等
の
中
核
人
材
の

確
保
・
定
着
に
向
け
て
意
欲
的
な
取
組
を
行
う
県
内
企
業
の
支
援
等
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
気
候
変
動
等
に
対
応
し
た
防
災
力
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
河
川
改
修
や
河

道
掘
削
を
進
め
る
と
と
も
に
、
男
鹿
半
島
地
域
等
に
お
け
る
防
災
・
減
災
対
策
の
検

討
を
行
う
な
ど
、
県
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
向
け
て
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

か
ら
施
策
を
推
進
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
県
民
や
事
業
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
灯
油
な
ど
の
燃
料
費
に
対
す
る
助
成
を
行
っ
た
ほ
か
、
生
産
性
の
向
上
や
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
化
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
な
ど
、
広
範
な
対
策
を
き
め
細
か
く
講
じ



た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
認
定
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

次
に
、
日
程
第
二
、
決
算
特
別
委
員
会
設
置
の
件
を
議

題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
令
和
六
年
度
秋
田
県
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
関
す
る
議
案
の

審
査
を
行
う
た
め
、
委
員
十
名
で
構
成
す
る
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
決
算
特
別
委
員
会
は

設
置
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
決
算
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
お
諮
り
し
ま
す
。
決
算
特
別

委
員
会
の
委
員
に
は
、
四
番
川
邉
隼
之
介
議
員
、
八
番
髙
橋
豪
議
員
、
九
番
瓜
生
望

議
員
、
十
五
番
宇
佐
見
康
人
議
員
、
十
六
番
住
谷
達
議
員
、
二
十
四
番
佐
々
木
雄
太

議
員
、
二
十
五
番
杉
本
俊
比
古
議
員
、
二
十
二
番
三
浦
茂
人
議
員
、
二
十
一
番
薄
井

司
議
員
、
二
十
番
加
藤
麻
里
議
員
、
以
上
の
と
お
り
選
任
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
決
算
特
別
委
員
会
の

委
員
は
、
た
だ
い
ま
お
諮
り
し
た
と
お
り
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
決
算
特
別
委
員
長
及
び
同
副
委
員
長
の
選
任
に
つ
い
て
お
諮
り
し
ま
す
。

決
算
特
別
委
員
長
及
び
同
副
委
員
長
の
選
任
は
、
議
長
に
一
任
さ
れ
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

指
名
い
た
し
ま
す
。
決
算
特
別
委
員
長
に
は
、
佐
々
木
雄
太
議
員
、
同
副
委
員
長

に
は
、
川
邉
隼
之
介
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

決
算
特
別
委
員
長
及
び
同
副
委
員
長
は
、
た
だ
い
ま
指
名
の
と
お
り
選
任
さ
れ
ま

し
た
。

お
諮
り
し
ま
す
。
決
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件
を
本
日
の
議
事
日
程
に

追
加
し
、
直
ち
に
議
題
と
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
日
程
は
追
加
さ
れ
ま

し
た
。

決
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
認
定
第
三
号
は
、
決
算
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
認
定
第
三
号
は
、
決

算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
三
十
九
分
散
会


